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①問合せ件数の推移
（日本生協連組合員サービスセンター）

【食品への不信が問合せの増加という形で現れている】
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問合せ分類別件数（上半期前年比較）
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②表示関連で件数の多い問合せ項目
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08上期

115％760保存方法

家庭用品の日付113％1406表示一般

重曹、ﾄﾞﾗｲﾊﾟｯｸ99％6019使い方

産・中国・どこで164780％40077原料成分安全性

105％1082アレルギー関連

例：101104この数値は何？100％4116期限表示

743

7965

07年度

126％栄養

産・中国・どこで2032129％商品仕様設計

備考前年比問合分類



「産地・製造者」の問合せ事例

○どうして製造者・産地が書いていない？

（書けないような所？、中国なんだろう！）

（生協は信頼できないから、製造者名が知りたい）

○三陸産のさばなのに、原産国中国？

（輸入品原産地、原料原産地、加工とは）

（複雑な実態を分かりやすく表現するには）



原料原産地で問合せの多いもの

○基本は全ての分類で問合せがある

○その中でも比較的多いもの

・ゴマ ・瓶詰め（ｼﾞｬﾑ、栗）

・雑穀 ・茶（混合茶）

・粉製品（小麦粉） ・ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ

・飲料（ｼﾞｭｰｽ類）

（「比較的加工度の低いもの」「原料が明確なもの」）



③日本生協連ｺｰﾌﾟ商品の
原料原産地表示の実情

○原料原産地を限定した扱い商品が多い（2千品目以
上？）

○原料原産地を限定した商品は、製造委託業者からの正
確な情報提供があって始めて、商品表示に記載すること
ができる。原料の原産地を重要なｺﾝｾﾌﾟﾄにした商品につ
いては、現状でも商品に原料原産地を明記している。

（事例：国産ｼﾘｰｽﾞ等）

○様々な原産地の原料を使用する必要があるため、原料
原産地を限定していない商品については、原産地の特定
は困難である。こうした商品に原料原産地表示を実施す
ることは、表示内容と使用実態の乖離による「優良誤認」
を起こす恐れが高く、実現困難と考える。



東京都条例実施にあたっての検討より

○原産地を限定した原料のみ表示することを検討

→同一商品に、限定と非限定の原料が混在している。このような
商品に表示を行うことは、組合員に混乱を与えかねない。

○ホームページでの公開で対応を検討

→取引先に、原産地変更の都度情報提供を依頼（月１回更新）

→東京都Ｑ＆Ａ：ﾛｯﾄ毎の産地情報提供を規定（対応困難）

○組合員サービスセンターでの問合せ対応を基本に

→「原料原産地のお問合せは組合員ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰへ」の表示







④産地偽装の経験を踏まえて

「国産鶏肉、牛肉ｺﾛｯｹ、鳴門わかめ、青森りんご果汁等」

→原産地を限定する＝偽装のリスクが高くなる

○教訓

・原産地限定の意義の明確化（組合員にとってどんな意味）

・強調表示の見直し（検証担保が前提）

○対策

・販売・生産を考えた計画的な原料確保と製造管理

・原料までさかのぼって確認

・品種・産地・偽和物判別検査研究・導入



⑤最後に
（消費者にとって表示は一番身近な情報源）

○原料原産地情報＝安全性情報？

○加工食品は様々な原料をブレンドして、

製造するのが本来の姿（技術力）では。

○原料実態の情報を正直に表現するには、

「又は表示」など柔軟な対応が必要では。


